
長泉町移動販売車等臨時売店出店者募集要項 

R7.2.1 現在 

１ 目的 

 公園のにぎわいの創出と魅力ある公園づくりの一環として、公園利用者に飲食などの販

売提供していただける移動販売車等による臨時売店の出店者を募集します。 

２ 出店場所 

 鮎壺公園（有料公園施設）※別紙「有料公園施設使用料等一覧」参照 

 出店していただく有料公園施設は申込者の希望箇所としますが、公園施設の状況等によ

りお断りする場合があります。 

 有料公園施設における配置場所は申込時に協議して決めます。 

３ 出店登録資格と制限 

⑴ 出店登録資格 

保健所の食品営業許可を現に受けている者であること。または、必要な許可の取得や

届出が出店前に行われている見込みであることが必要となります。その他の関係法令に

おいて必要な許可がある場合は取得してください。 

※販売する内容・形態により必要な資格は変わります。 

（例：キッチンカーでの食品の販売の場合） 

 ア 長泉町内で営業を許可する公的機関の発行する営業許可証を有するもの 

 イ 生産物賠償責任保険（ＰＬ保険）等に加入しているもの 

 ウ 公園内で調理販売する場合は、営業許可証の営業の業種が、自動車による飲 

食店営業、菓子製造業、喫茶店営業であること 

 エ 食品衛生責任者、又はそれに代わる資格を有しているもの 

 オ 保健所が定める、適切な衛生管理と加工（調理等）ができ、販売品を衛生的  

に取り扱えるもの 

 カ 別添誓約書に同意したもの 

 キ 目的に賛同するもの 

⑵ 出店登録制限 

個人、法人を問わず申込み出店登録資格を有するものが出店することができます。 

ただし、以下に該当するものを除きます。 

① 社会問題を起こしている業種又は事業者 



② 法令等に基づく必要な許可を受けていない事業者  

③ 民事再生法又は会社更生法による再生若しくは更生手続中の事業者  

④ 各種法令に違反している事業者 

⑤ 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者 

⑥ 次のいずれかに該当する事業者 

ア 役員等（ 法人にあっては役員（ 非常勤の役員を含む。以下同じ。）、支配人

又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員、支配人又は営業所

の代表者と同等の責任を有する代表者、理事等、個人にあってはその者又は支

店若しくは営業所を代表するものをいう。以下同じ。）に暴力団員等（ 暴力団

員（ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する

暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団員ではないが暴力団と関係を持ちなが

らその組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下同じ。）

に該当する者があるもの 

イ 暴力団員等が、その経営又は運営に実質的に関与しているもの 

ウ  役員等又は使用人が、暴力団の威力、暴力団員等又はイの事業者を利用す  

るなどしているもの 

エ 役員等又は使用人が、暴力団、暴力団員等又はイの事業者に対して資金等を

供給し、又は便宜を供与するなどして、暴力団の維持運営に協力し、又は関与

しているもの 

オ  役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関  

係を有しているもの 

カ  役員等又は使用人が、アからオまでのいずれかに該当する事業者であるこ  

とを知りながら、これを利用するなどしているもの 

⑦ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第 147号

）に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員に該当する者 

⑧ 園内での政治的活動、宗教的活動を行う恐れがあるもの  

⑨ 市町村税を滞納している事業者 

⑩ 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める業種又は事業者  

⑶ 出店登録資格の取消しについて 

 次のいずれかに該当する場合は出店登録を取り消します。また、町が損害を被った際



は、賠償請求できるものとし、登録取消しにより出店者が被る損害に対しては、町は一

切責任を負いません。 

 ① 出店登録後に出店登録制限に該当する事実が判明した場合 

 ② 出店条件を厳守しない場合や、その他町が出店を不適当と判断した場合（出店者と

の協議により、改善が認められない場合を含む。） 

４ 出店条件 

⑴ 出店登録有効期限 

 ４月１日から３月31日 

 但し、令和６年度は登録日から令和８年３月31日までとします。 

⑵ 出店日 

 出店日は出店者の希望日としますが、公園の利用状況等により出店が認められない場

合もあります。また、複数の出店日・出店場所を希望する場合は必要に応じて調整をす

ることがあります。 

同じ出店日に、複数の事業者による営業が行われる場合もあります。事業者数によっ

てはお断りする場合もあります。 

⑶ 出店日の変更及び使用料について 

 都合により出店を中止する場合には、公園管理者（長泉町役場工事管理課）に事前に

連絡してください。 

 公園管理者の都合及び気象警報の発表など出店者の責めによらない理由で出店を中止

した場合は使用料を還付しますが、出店者の都合により中止した場合は使用料の還付は

しません。 

⑷ 出店時間 

 午前９時から午後５時までとします。（準備・撤収を含みます。）それ以外の時間での

出店については、あらかじめ町と協議していただきます。時間内であれば、出店時間の

短縮も可能です。（時間を短縮した場合の使用料は減額できません。） 

⑸ 出店料（使用料） 

 長泉町都市公園条例により、許可日数、出店場所、電源等の使用に応じて使用料を全

額前納にて納入してください。 

 使用料は町が発行する納付書で納付してください。 

⑹ 出店許可について 



 出店日、出店場所を公園管理者（長泉町工事管理課）と事前に調整し、公園内行為許

可申請書（様式第６号）、有料公園施設使用許可申請書（様式第８号）を提出してく

ださい。 

⑺ 販売品について 

 ア 販売する食材等は、安全が認められている食材等を使用すること 

 イ タバコや酒類、公序良俗に反する物の販売はしないこと 

 ウ 調理・包装済の飲食物を販売する場合は、名称、期限表示、製造者、販売者等を

必ず表示すること 

 エ 販売価格は市場価格を基準とし、不当な価格で販売しないこと 

 オ 販売及び出店に関わる一切の責任を負うこととし、購入者に対して後日連絡を取

れる体制を講じること 

 カ 登録申請時の販売品以外の販売及び宣伝行為は禁止する 

⑻ 設備・店舗について 

 ア 出店に必要な全ての費用等は出店者が負担すること 

 イ 法令が定める申請、届出や、必要な資格者の配置は出店者の責任と負担で実施す

ること 

 ウ 出店者は、出店者の責務で出店スペースにゴミ箱を設置するとともに、適正に廃

棄物処理（排水含む）を処理すること。また、購入者に対してゴミ箱への廃棄をう

ながすこと 

 エ 公園内では指定された場所以外の電気設備、排水設備、水道設備は使用できない

ため発電機等は出店者が用意すること 

 オ ＢＧＭを流す場合は、公園利用者や周辺住民の迷惑にならないような音量するこ

と（公園の利用状況によっては禁止する場合がある） 

 カ 購入者が滞在できるようなテーブルやイスの設置は可とする（使用する場所に含

む） 

 キ 火気を使用する場合は消火器を設置すること 

⑼ その他 

 ア 出店登録資格証、公園内行為申請許可書、有料公園施設使用許可書等を移動販売

車内の見やすいところに掲示すること 

 イ 販売終了後は原状を回復するとともに、公園内に販売品のゴミがないか確認し、



清掃を実施すること 

 ウ 出店場所に車両を乗り入れる際は、５km/h以下とし、ハザードランプを点灯さ

せることとし、出店場所以外に車を乗り入れないこと 

 エ 車両移動時以外はエンジンを停止させること 

 オ 出店に起因する事故（火災や食中毒など）や苦情（販売品や営業方法に関するも

のを含む）は出店者が全責任をもって対応すること（町は一切責任を負わない） 

 カ 出店者はその責めに帰する理由により、公園施設の全部又は一部を滅し、又は破

損したときは、その損害額に相当する金額を損害賠償として支払うこと（公園施設

を原状に回復した場合はこの限りではない） 

 キ 出店者の備品や販売品の盗難、破損及び紛失について長泉町は一切責任を負わな

い 

 ク 都市公園関係法令を遵守すること 

５ 出店者登録申請について 

 ⑴ 申請書提出先 

   申請書等は工事管理課窓口に提出してください。 

  ⑵ 出店者登録申請書類 

書類内容の確認のため窓口まで持参してください。（郵送・メールなどは不可。） 

※販売の内容・形態により登録申請書類が変わります。 

（例：キッチンカーでの食品の販売） 

⑴ 移動販売車等臨時売店出店者登録申請書 

⑵ 営業許可証一式の写し 

⑶ 食品衛生責任者又はそれに代わる資格証明書の写し  

⑷ 生産物賠償責任保険等の証明書の写し 

⑸ 納税証明書等、税の未納がないことが確認できる書類 

⑹ 誓約書 

⑺ 車検証（キッチンカー、専用販売車）の写し 

⑻ 販売車（キッチンカー、専用販売車の開店状況）、販売形態（テント等）がわか

る写真 

  ※ 写真に開店時の最大幅、最大長さ、最大高さを記入してください。  

  ※ ナンバープレートが確認できる写真としてください。 



※ 出店登録期間中に提出書類に変更が生じた場合は変更した書類を再度提出してく

ださい。 

６ その他 

本要項に定めのない事項については、町と出店者で協議することとします。 

 

７ 提出先（問合せ先） 

 〒411-8668 駿東郡長泉町中土狩８２８ 

 長泉町役場工事管理課 電話055-989-5518 FAX055-986-5905 

 E－mail shisetsu@town.nagaizumi.lg.jp 

  

mailto:shisetsu@town.nagaizumi.lg.jp


（１／２） 

移動販売車等臨時売店出店者登録申請書 

 
 長泉町移動販売車等臨時売店出店者募集要項に基づき、出店者として登録申請します。  
 本登録申請書の記載内容及び、別添資料については、事実に相違ありません。  
 

申込日：令和  年  月  日  

ふりがな 

事業所名 

 

 

ふりがな 

代表者名 

 

 

所在地 
〒 

 
電話番号  

WEBサイト等 

W e b サ イ ト： 

f a c e b o o k ： 

I n s t a g r a m： 

  Ｘ   ： 

担当者 

 
携帯電話 

Mail 

 

  

販売品目 

予定価格 

※全て記載してください。酒類等は販売できません。主な商品から順に記載してくだ

さい。例：やきそば500円（税込）200円（税込） 

 

 

販売方法 

展示方法 

例：調理・包装済の弁当を机の上で販売  

 

 

 

 

過去の 

出店実績 

出店日（出店期間）／出店場所・イベント名等  

例：令和５年10月10日／〇〇市運動場／〇〇市市民体育祭  

 

 

 

おすすめ等の 

紹 介 

 

 

 

 

 

 

（２／２） 



出店形態 

※☐内に✓チェック、必要事項を記入してください。  

 

☐車 両 車両サイズ（開店時の状態）  

     幅    ｍ×長さ    ｍ×高さ    ｍ 

     ナンバー          

     発電機の使用 ☐有・☐無 ※必ず消火器を用意すること。  

☐その他 サイズ（開店時の状態）  

     幅    ｍ×長さ    ｍ×高さ    ｍ 

 形 態（例：テント              ） 

     発電機の使用 ☐有・☐無 ※必ず消火器を用意すること。  

 

※火気はキッチンカーのみ使用可能です。  

持込資機材 

例：冷蔵庫、のぼり旗、立て看板等   ※ゴミ箱は必須です。  

 

 

 

 

 

 

  



誓 約 書 

 

１． 長泉町移動販売車等臨時売店出店者募集要項及び関係法令に記載の事項について十

分理解し遵守します。 

２． 暴力団員又は、暴力団若しくは暴力団員の利益となる活動を行う者ではありません。 

３． 適切な保険に加入し、事故の補償に対しても万全を期します。また、苦情・第三者

に生じた事故等については、町に報告するとともに、すべて自らの責任において対

応します。 

４． 出店にあたり、食品衛生等に十分注意します。提供した食品等については、出店者

が責任をもって提供し、食中毒やその他の事故一切の責任を取ります。 

５． 提出書類に記載された事項は全て真実に間違いなく、また、これらに変更が生じた

ときは、すみやかに町に連絡します。 

６． 出店にあたり、出店場所等の一切について、町の指定・指示に従います。また、警

察・消防・保健等関係機関への指示・指導についても同様とします。 

 

令和 年 月 日  

 長泉町長 様 

 

                  住所（法人は所在地） 

                  称号又は名称 

                  氏名（代表者） 

  



（１／２） 

移動販売車等臨時売店出店者登録申請書 

 
 

 長泉町移動販売車等臨時売店出店者募集要項に基づき、出店者として登録申請します。  
 本登録申請書の記載内容及び、別添資料については、事実に相違ありません。  
 

申込日：令和 ７年 ２月 14日  
 

ふりがな 

事業所名 

きっちんくるま かぶしきがいしゃ 

キッチン車株式会社 

ふりがな 

代表者名 

びみで よしお 

美味出 良夫 

所在地 
〒411-8668 

静岡県駿東郡長泉町中土狩８２８ 
電話番号 055-989-5518 

WEBサイト等 

Webサ イ ト ：https:/kichkuruma.com/ 

f a c e b o o k ：https:/m.facebook.com/kichkuruma.com/ 

I n s t a g r a m：https:/www.instagram.com/kichkuruma.com/ 

  Ｘ   ：https:/twitter.com/ kichkuruma.com/ 

担当者 

びみで うれこ 
携帯電話 

Mail 

090-414-０14X 

kichinkuruma@go.jp 美味出 売子 

販売品目 

予定価格 

※全て記載してください。酒類等は販売できません。主な商品から順に記載してくだ

さい。例：やきそば500円（税込）200円（税込） 

・サンドウィッチ 500円（税込） 

・ホットドック 500円（税込） 

・コーヒー 300円（税込） 

販売方法 

展示方法 

例：調理・包装済の弁当を机の上で販売  

・オーダーを受け、現地で調理する 

 

過去の 

出店実績 

出店日（出店期間）／出店場所・イベント名等  

例：令和５年10月10日／〇〇市運動場／〇〇市市民体育祭  

・令和５年６月／〇〇市／〇〇市みどりまつり 

・令和４年10月／△△市／△△市体育大会  

おすすめ等の 

紹 介 

 

・地元食材である愛鷹牛を使ったカツサンドと、ホットドックには、あしたかつを使

用したバリエーションも追加しました。 

・厳選した食材を低価格で提供しています。大変お買い得なので、ぜひご来店くださ

い。 

記入例 



（２／２） 

出店形態 

※☐内に✓チェック、必要事項を記入してください。  

 

☑車 両 車両サイズ（開店時の状態） 

     幅 １．７ｍ×長さ ３．５ｍ×高さ １．８ｍ 

     ナンバー 長泉55あ ０１－４１ 

     発電機の使用 ☑有・☐無 ※必ず消火器を用意すること。 

☐その他 サイズ（開店時の状態）  

     幅    ｍ×長さ    ｍ×高さ    ｍ 

 形 態（例：テント              ） 

     発電機の使用 ☐有・☐無 ※必ず消火器を用意すること。  

 

※火気はキッチンカーのみ使用可能です。  

持込資機材 

例：冷蔵庫、のぼり旗、立て看板等   ※ゴミ箱は必須です。  

 

・立て看板 ２枚 

・のぼり旗 ３流 

・丸テーブル １台 

・椅子 ２脚 

※ゴミ箱 

 

 

 

  



誓 約 書 

 

１． 長泉町移動販売車等臨時売店出店者募集要項及び関係法令に記載の事項について十

分理解し遵守します。 

２． 暴力団員又は、暴力団若しくは暴力団員の利益となる活動を行う者ではありません。  

３． 適切な保険に加入し、事故の補償に対しても万全を期します。また、苦情・第三者

に生じた事故等については、町に報告するとともに、すべて自らの責任において対

応します。 

４． 出店にあたり、食品衛生等に十分注意します。提供した食品等については、出店者

が責任をもって提供し、食中毒やその他の事故一切の責任を取ります。 

５． 提出書類に記載された事項は全て真実に間違いなく、また、これらに変更が生じた

ときは、すみやかに町に連絡します。 

６． 出店にあたり、出店場所等の一切について、町の指定・指示に従います。また、警

察・消防・保健等関係機関への指示・指導についても同様とします。 

 

令和７年２月14日  

 長泉町長 様 

 

                   住所（法人は所在地）  静岡県駿東郡長泉町中土狩８２８ 

                   称号又は名称     キッチン車株式会社 

                   氏名（代表者）    美味出 良夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

記入例 


